
 

保護者とともに学校教育の充実を！  
 

保護者会資料  
 
１  令和８年度教育課程の変更点について  
（１）２学期中間考査をなくし、単元テスト期間を設定します。９月２８日から

１０月２日で、１日１教科のテストを実施する予定です。秋に５連休もあ
り、年間授業時数確保もあり、中間考査をなくすことにしました。  

（２）３年修学旅行を春から秋に変更します。東京都全体で見ても１学期の予定
が慌ただしく、７割以上の学校が秋に実施している傾向です。  

 
２  評価・評定について  
（１）学習指導要領では、３観点（①知識・技能  ②思考・判断・表現  ③主体

的に学習に取り組む態度）で評価・評定を実施します（教務より説明）。  
（２）評価・評定については、定期考査や小テスト、レポート、実技、提出物、

授業での課題など、様々な要素を組み合わせ、総合得点を出して評価・評
定します。プロセス評価であり、定期考査の点数だけで評価しているわけ
ではありません。評価・評定の内容は各教科担当の教員にお聞きください。 

 
３  教職員の勤務時間について  
（１）教員の勤務時間は、８時１５分から１６時４５分です。ただし、給食指導

があるため、休憩時間が１５時４５分から１６時３０分となっています。 
（２）教員の働き方改革（ライフ・ワーク・バランス）が推進されています。会

議や保護者会、面談、その他の活動等も休憩時間帯には入れないようにし
ていますので御理解ください。また、時差勤務等の教職員もいます。  

 
４  部活動について  
（１）部活動は教育課程の一環ではありますが、教員の勤務時間外の活動で支え

られています。国や東京都も地域移行・地域展開を目標に掲げています。 
（２）公立中学校の教員には定期的な異動があります。顧問が変われば指導方法

や練習時間等の変更があります。生徒や保護者も変化があって戸惑うこと
もあることは理解できますが、過度な要求や前顧問と連絡を取り合うこと
など、部活動の運営に支障が出ることは避けていただきたいと思います。 

 
５  カスタマー・ハラスメントについて  
（１）令和７年４月１日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行

されました。それに伴い、学校管理職は、カスハラ対策を義務付けられて
います。  

（２）カスハラの定義に基づき、①暴言  ②暴行  ③長時間の電話での拘束・繰
り返し電話  ④執拗な要求（書面謝罪の要求） ⑤威圧的な言動  ⑥スマ
ホ等による無断撮影  については、厳格に対処していきます。  
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６  緊急時対応、生徒指導等について  
（１）保護者の皆さまも共働き等で、早退の生徒を迎えに来るのは難しいと理解

していますが、養護教諭、教員も空き時間が少ない中で校務をしています。
その点を御理解いただき、できる限り迎えに来ていただくと助かります。 

   （生徒を１人で自宅に返して、その後具合が悪くなり救急搬送したという
ケースもありますので、できる限り大人に引き渡すことを原則とします）。 

（２）SNS によるトラブル、心理的・身体的・教育的虐待等、不適切動画の拡
散等による被害については、犯罪行為にもつながることです。学校だけで
は解決が困難な場合には、関係諸機関と連携を取り対処していきます。  

 
７  健康診断について  
（１）中学校３年間は、心身ともに成長が著しい時期です。特に身体の変化に伴

い、健康診断等で異常が見つかるケースもあり、気付いた時には状況が悪
化して長期の療養が必要なケースもあります。早い段階で見つかれば、早
期に対処することができます。  

（２）４月から６月に実施する健康診断は、学校安全保健法施行規則で義務付け
られています。学校・保護者とも生徒に健康診断を受診させなければいけ
ません。様々な事情で学校に来られないお子様も、他の機関で受診する必
要があります。御協力をお願いします。  

 
８  スマート連絡帳について  
（１）学校と保護者の連絡ツールとして、スマート連絡帳があります。その使用

については、私的なことは御遠慮いただきたくお願いします。全教職員が
その連絡内容を見られる仕組みになっています。  

（２）個別で相談したいことがあれば、基本的には電話連絡でお願いします。個
別対応いたします。スマート連絡帳での相談は、個人情報の拡散にもなり
ますので御遠慮ください。御理解と御協力をお願いします。  

 
９  学校だよりについて  
 不定期になりますが、月に１～２回程度、学校だよりを発行します。全校集会
等での生徒への校長講話、生徒の活躍（表彰等）、保護者への連絡などを掲載し
ます。学年行事などは、学年だより等に掲載いたします。  
 
≪生徒の活躍≫  
 〇和太鼓部２年  府中市中学校和太鼓コンクール  最優秀賞！  
〇バレー部１年  ９ブロック１年生研修大会  優勝！  

 〇水泳部  第２４回 FAREWELL MATCH 水泳大会  
   原菜々美  女子１００ｍ背泳ぎ：３位  女子２００ｍ背泳ぎ：３位  
   芹澤煌生  男子２００ｍ平泳ぎ：５位   
   谷田将太郎  男子２００ｍ背泳ぎ：５位  
   古賀、高橋、原、相田組  女子４×５０ｍメドレーリレー：６位  

【子供を取り巻く環境の変化】  
〇この数十年、スマートフォンの登場とともに、加速するデジタル化のもとで子供

を取り巻く環境は激変しました。耳にはイヤホン、手にはスマホをもち、SNS で

友人と連絡を取り情報交換する。今後は生成 AI の対応が課題となります。  

〇スマホ所持の低年齢化に伴い、脳への悪影響があるとの科学的な報告がなされる

ようになりました。適切な活用や時間制限等、御家庭で本人と対話しながら、ル

ールづくりをお願いします。スマホの管理者は保護者です。  

〇スマホやゲーム依存の子供に共通する傾向として、感情のコントロールができな

くなることや、人間との対話や交流が少なくなることでのコミュニケーション不

全や集団不適応が顕著になります。何か変化があればすぐに相談機関へ。  


